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このメルマガは当事務所とお取引きいただいている皆様、または 

当事務所とご面識のある皆様にお届けしています。 

知的財産に関する基礎知識や最新の法改正情報など、実務上お役 

に立つと思われる情報をピックアップして、送らせて頂きます。 

メルマガ配信をご希望でない場合は、誠に恐縮ですが、下記アド 

レスまでお知らせください。 

hagiripo@hagiripo.com 

 

━ 知財担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━━ 

                       ２０２４年２月号 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃ ◎本号のコンテンツ◎ 

┃  

┃ ☆知財講座☆ 

┃（２５）審査請求をするタイミング 

┃ 

┃ ☆ニューストピックス☆ 

┃ 

┃ ■「他人の氏名を含む商標」の登録要件を緩和へ（特許庁） 

┃ ■「類似商品・役務審査基準」を改訂（特許庁） 

┃ ■「はま寿司」が「かっぱ寿司」を提訴（東京地裁） 

┃ ■ユニクロ、中国発通販サイト「ＳＨＥＩＮ」を提訴（東京地裁） 

┃ ■「特許出願非公開制度」の解説動画を公開（ＩＮＰＩＴ） 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」（知財一括法）により、 

「他人の氏名を含む商標」の登録要件が緩和されます。施行日（令和 

６年４月１日）以後にした出願について適用されることとなります。 

創業者やデザイナーの氏名など、これまで登録が困難だった商標 

について大きく要件が緩和されます。 

今号では、「他人の氏名を含む商標」の登録要件の緩和について取 

り上げます。 

mailto:hagiripo@hagiripo.com


┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳┓ 

┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃ 

┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻┛━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

（２５）審査請求をするタイミング 

 

【質 問】 

 特許出願では出願手続と別個に審査請求という手続を行わないと 

特許庁での審査が開始されないと聞いています。審査請求をいつ行 

えばよいのか、審査請求するタイミングの検討にあたって考慮すべ 

き要素としてどのようなものがあるか教えてください。 

 

【回 答】 

 審査請求するタイミングを検討する際のいくつかの考慮要素につ 

いて説明します。 

 

審査請求のタイミングを検討する考慮要素 

＜審査請求を行える期間＞ 

 特許出願日から３年以内のいつでも審査請求できます。そこで、 

特許出願と同時に審査請求することができますし、特許出願日から 

３年目ぎりぎりの日に審査請求することもできます。そして、出願 

日から３年以内に審査請求しなければ特許出願は消滅し、その後に 

復活させて審査を受ける状態に戻すことはできません。 

 どのタイミングで審査請求するか、なによりも、この審査請求を 

行うことのできる期間を考慮していなければなりません。 

 

＜特許出願した発明についての改良＞ 

 特許出願した発明については出願後にも様々な改良、改善が加え 

られます。特許出願後に研究・技術開発を続けて改良発明が完成し 

た場合であって、改良発明の完成が特許出願後１年以内であるなら 

ば、１年以内前の先の特許出願の内容に改良発明を追加した新たな 

特許出願（「優先権主張出願」といいます）に乗り換えることが可能 

です。 

 優先権主張出願の中には優先権主張の基礎にしている先の特許出 

願の内容が全部取り込まれます。そして、優先権主張出願について 

審査を受けるときに、優先権主張出願で追加した改良発明について 

は、優先権主張出願の日を基準にして特許性（新規性、進歩性など） 



が判断されます。一方、優先権主張の基礎にしていた先の特許出願 

に記載されていた発明については、優先権主張出願の日ではなく、 

優先権主張の基礎にした先の特許出願の日を基準にして特許性（新 

規性、進歩性など）が判断されるという優先的な取扱いを受けます。 

 このため、優先権主張の基礎にした先の特許出願を残しておく意 

義はなく、優先権主張出願を行いますと優先権主張の基礎になった 

先の特許出願は「取り下げたものと見なされ」消滅します。 

 優先権主張出願を行うことができるのは最初の特許出願の日から 

１年以内に限られています。１年を経過した後は、その改良発明に 

ついて、独自に特許出願を行う意義があるかどうかを検討すること 

になります。 

 最初の特許出願の日から１年以内であれば、その後に誕生した改 

良発明を含めた優先権主張出願に乗り換えることが可能で、優先権 

主張出願を行うと優先権主張の基礎になった先の特許出願は上述し 

たように消滅します。そこで、最初の特許出願から１年間程度は、 

特許出願した発明についての改良、改善の進展具合が、どのタイミ 

ングで審査請求するかを検討する考慮要素の一つになります。 

 

＜審査請求後、審査結果が確定するまでの期間＞ 

 特許庁から審査結果を受け取ることができるのは、一般的には、 

審査請求後１１か月程度経過した頃です。 

 審査の結果、拒絶理由通知を受けると６０日以内であれば意見 

書・補正書を提出して反論し、審査官に再考を求めることができま 

す。 

 意見書・補正書提出で「拒絶理由は解消し、その他の拒絶理由も 

発見できない」あるいは、「拒絶理由は解消していない」と、直ちに、 

審査官が判断できる場合には、意見書・補正書提出後１～２カ月で 

「特許査定」あるいは、「拒絶査定」という審査官の最終判断を受け 

ます。なお、意見書・補正書提出により、「拒絶理由は解消している 

ように思われるので直ちに拒絶査定にすることはできないと思われ 

るが、はたして、その判断でよいのだろうか」と、審査官が更なる 

調査、審査に進むようになった場合、上述した「特許査定」、「拒絶 

査定」、あるいは、２度目の「拒絶理由」通知を受けるのは、意見書・ 

補正書提出してから１年程度後になることがあります。 

 

 ＜早期審査＞ 

 審査請求と同時に「早期審査の事情説明書」を提出すれば、審査 



請求後３～４か月程度経過した頃に審査結果（拒絶理由通知あるい 

は、特許査定）を受け取ることができます。 

 審査請求してからどの程度の期間で審査結果を特許庁から受け取 

ることができるかは、どのタイミングで審査請求するかを検討する 

考慮要素の一つになります。 

 

＜特許出願の内容が特許庁から公表される時期＞ 

 特許庁は特許出願を受け付けると直ちに特許出願番号と特許出願 

日を付与します。これによって、同一の発明については最も先に特 

許出願を行っていた者が特許を受け得るという先願の地位（特許法 

第３９条）を確保できます。 

 その後、特許庁は、受け付けた特許出願の内容を秘密に保持して 

くれます。この時点では、だれも特許出願の内容を見ることができ 

ません。 

 一方、特許出願日から１８カ月が経過しますと、特許出願の内容 

が、発明者、特許出願人に関する情報も含めて、特許庁から発行さ 

れる特許出願公開公報に掲載され、同時に、特許庁のウェブサイト 

J-Plat Patで世界中に公表されます。 

 このため、特許出願後１８カ月経過するまでは、特許出願した発 

明の実施品に「特許出願済」、「特許出願中」という表示を付けてい 

ても、どのような技術内容について特許取得が目指されているのか、 

同業他社は知ることができません。 

 一方、特許出願日から１８カ月経過して上述したように出願公開 

が行われますと特許出願の内容が同業他社に知られることになりま 

す。 

 そこで、この出願公開の時期は、どのタイミングで審査請求する 

かを検討する考慮要素の一つになります。 

 

＜第三者による特許庁への刊行物提出＞ 

 特許出願公開によって特許出願の内容が社会に公表されると、「そ 

の発明について特許成立しては困る」等と考える同業他社などが、 

「この特許出願について審査を行う際に、特許出願前に世の中に公 

表されていたこれらの文献、等に記載されている情報を利用してく 

ださい」ということで、特許庁に対して、匿名で、刊行物提出する 

ことがあります。 

 刊行物提出が行われたことは、直ちに、特許庁から特許出願人に 

通知され、特許出願人は、提出された刊行物の内容を入手・確認で 



きます。 

 そこで、特許出願公開が行われた後の自社の特許出願に対して「刊 

行物提出」があるかどうかは、どのタイミングで審査請求するかを 

検討する考慮要素の一つになります。 

 

＜特許出願した発明を製品（商品）として市場に投入する時期＞ 

 先願主義（特許法第３９条）の下、一日でも先を争って特許出願 

しますから、特許出願した発明を、製品（商品）化して市場に投入 

できるかどうか、特許出願の時点では未定であることがあります。 

 結果的に、出願日から３年経過する時点でも製品（商品）化のめ 

どが立たず、審査請求しないで特許出願を消滅させることが起こり 

得ます。なお、審査請求を行わずに特許出願を消滅させても、特許 

出願が行われていたという事実と、その出願内容が上述した特許出 

願公開によって世界中に公表されているという事実は残ります。 

 特許出願した発明が実施化されている商品を市場に提供する際に 

特許成立していれば「特許第〇〇〇号」という特許表示を付けるこ 

とが可能になります。また、審査の結果、特許成立しない場合であ 

っても、進歩性欠如という理由で特許成立しないならば、特許出願 

した発明を実施化した商品を市場に提供したときに第三者の特許権 

を侵害する可能性は大きくないことを確認できます。 

 そこで、特許出願した発明を実施化した商品を市場に提供する時 

期は、どのタイミングで審査請求するかを検討する考慮要素の一つ 

になります。 

 

＜同業他社による実施の動向＞ 

 自社の特許出願に成立した特許権に基づいて同業他社の行為に対 

して権利行使できるのは、特許庁での審査を受けて特許権が成立し 

た後になります。 

 そこで、自社で特許出願済の発明を実施化したと思われる商品や、 

自社で特許出願済の発明に特許権が成立したならば「特許権侵害品 

になりますから製造・販売を中止してください」と権利行使できる 

のではないかと思われるような商品が同業他社から市場に投入され 

た場合であって、まだ審査請求していないならば審査請求すること 

があります。 

 特許権成立するものであるかどうか、特許権成立する場合に特許 

権に基づく権利行使が可能になるかどうか特許庁の判断を受けるべ 

く審査請求するものです。 



 このように、同業他社による実施の動向は、どのタイミングで審 

査請求するかを検討する考慮要素の一つになります。 

 

＜次号の予定＞ 

 特許庁から審査結果の「拒絶理由通知書」を受け取ったときに、 

その文面中に「拒絶の理由を発見しない請求項」ということでの記 

載が存在することがあります。次回は、このような「拒絶理由通知 

書」を受け取った場合の対応について説明します。 

 

■ニューストピックス■ 

●「他人の氏名を含む商標」の登録要件を緩和へ（改正商標法） 

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」（知財一括法）により、 

「他人の氏名を含む商標」の登録要件が緩和されます。施行日（令和 

６年４月１日）以後にした出願について適用されることとなります。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html 

 

創業者やデザイナーの氏名をブランド名として利用するケースは 

多いと思われます。ただし、現行の商標法においては、他人の氏名を 

含む商標は、その他人の承諾を得なければ、たとえ自分の氏名であっ 

たとしても登録することはできません。 

現時点でご自身の氏名の商標を出願したとしても、同じ氏名を持 

つ人全員の承諾を得ることができる場合や、同じ氏名の人が他にい 

ないといった特殊な場合を除いて拒絶されてしまうため、その登録 

は極めて困難といえます。 

現行法では、創業者やデザイナーの氏名を今後ブランド名として 

採用する場合だけでなく、既に周知・著名となっているブランドまで 

も同じ氏名の他人が存在すれば、商標権による保護を受けられない 

こととなり、その点が問題視されていました。 

 

今回の改正では、「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人 

側の事情を考慮する要件（政令要件）を課し、他人の氏名を含む商標 

の登録要件を緩和します。 

具体的には、次の２つの条件を満たした場合、他人の承諾なしに商 

標登録できることになります。 

１．氏名に一定の知名度を有する他人が存在しない 

２．商標構成中の氏名と、出願人との間に「相当の関連性」があり、 

商標登録を受けることに「不正の目的」がない 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html


 

「相当の関連性」とは、例えば、出願人の自己氏名、創業者や代表 

者の氏名、出願前から継続的に使用している店名などです。 

 また、「不正な目的」とは、例えば、他人への嫌がらせの目的や先 

取りして商標を買い取らせる目的などです。 

 

●「類似商品・役務審査基準」を改訂（特許庁） 

特許庁は、「類似商品・役務審査基準（国際分類第 12-2024版対 

応）」を公表しました。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/rui

ji_kijun/ruiji_kijun12-2024.html 

 

「類似商品・役務審査基準」は、類似関係と推定する商品または役 

務をグループ分けし、各グループ検索のために特定コードを付与し 

たものです。主に他人の先行商標登録との関係審査に際し、特許庁審 

査官の統一的基準として使用されています。 

 

商標登録出願の際には、願書の「指定商品又は指定役務並びに商品 

及び役務の区分」の欄に、出願する商標を使用する商品名又は役務名 

を指定して記載しなくてはなりません。そのため、一般的に出願を行 

う際は、この「類似商品・役務審査基準」に基づいて具体的な商品名 

又は役務名を願書に記載しています。 

今回公表された改訂版は、令和 6年 1月 1日以降の出願に適用さ 

れます。出願の際には最新の「類似商品・役務審査基準」をご参照す 

ることをお勧めします。 

この「類似商品・役務審査基準」は、過去のものを含め、特許庁の 

公式サイトからダウンロード可能です。 

 

●「はま寿司」が「かっぱ寿司」を提訴（東京地裁） 

 

回転ずし大手「かっぱ寿司」を運営する「カッパ・クリエイト」の 

前社長が、ライバル会社「はま寿司」の営業秘密を不正に入手して利 

用した事件をめぐり、はま寿司の親会社のゼンショーホールディン 

グス（ＨＤ）は、前社長やカッパ社などに対し、営業秘密の使用禁止 

や廃棄、５億円の損害賠償などを求めて東京地裁に提訴したと発表し

ました。 

https://www.zensho.co.jp/jp/company/news/resource/pdf/20231227.pdf 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun12-2024.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun12-2024.html
https://www.zensho.co.jp/jp/company/news/resource/pdf/20231227.pdf


 

ゼンショーＨＤからカッパ社に転職した前社長は、２０２０年、は 

ま寿司の原価データなどを不正に持ち出したなどとして、不正競争 

防止法違反（営業秘密領得）の罪で起訴され、東京地裁で有罪が確定 

しています。 

ゼンショーＨＤによると、事件の捜査や裁判の過程で、はま寿司各 

店舗の損益計算書や売上高なども不正取得され、カッパ社内で開示 

されていたことを確認したとしています。６３億円以上の損害が出 

たと推計した上で、カッパ社や前社長にその一部として５億円を請 

求し、情報の廃棄なども求めました。 

 

●ユニクロ、中国発通販サイト「ＳＨＥＩＮ」を提訴（東京地裁） 

 

衣料品大手のユニクロは、中国発のファッション通販サイト「ＳＨ 

ＥＩＮ（シーイン）」でショルダーバッグの模倣品が販売されている 

として、運営会社など３社を東京地方裁判所に提訴したと発表しま 

した。ユニクロは３社の行為が不正競争防止法に違反するとして、販 

売停止と約 1億 6000万円の損害賠償を求めています。 

https://www.fastretailing.com/jp/ir/news/2401161500.html 

 

ユニクロによりますと、「ＳＨＥＩＮ」で販売されている商品は、 

ユニクロが販売する人気商品「ラウンドミニショルダーバッグ」と色 

や柄が異なった場合でも本体やベルトなどの形状が酷似していると 

しています。 

 

ユニクロは、去年９月までに該当する「ＳＨＥＩＮ」の商品を把握 

し、ホームページ上で消費者向けに模倣品・類似品について注意喚起 

していましたが、今回、企業ブランドと商品の品質に対する信頼を大 

きく損ねているとして、提訴に踏み切りました。賠償額は、模倣品に 

よる自社商品の販売減少分などとしています。 

 

  

https://www.fastretailing.com/jp/ir/news/2401161500.html


●「特許出願非公開制度」の解説動画を公開（ＩＮＰＩＴ） 

 

ＩＮＰＩＴ「（独）工業所有権情報・研修館」は、知的財産ｅ－ 

ラーニングサイト「ＩＰ ｅＰｌａｔ」において、本年５月１日に施 

行される「特許出願非公開制度」に関する解説動画を公開しました。 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20240122.html 

 

特許出願非公開制度は、公にすることにより国家及び国民の安全 

を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出 

願につき、出願公開等の手続を留保するとともに、その間、必要な情 

報保全措置を講ずることで、特許手続を通じた機微な技術の公開や 

情報流出を防止する制度です。 

解説動画では、制度概要、手続の流れ、外国出願に関する留意事項 

等について解説しています。特に、特定技術分野に属する発明につい 

ては、日本へ出願せずに外国出願（ＰＣＴ出願を含む）をすることが 

禁止される場合がある等、留意が必要です。 

 

*************************************************************** 

発行元： 羽切特許事務所 

弁理士  羽切 正治 
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本メールマガジンの無断転載はご遠慮下さい。 

本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所 

は、利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任 

を負うものではありません。 
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